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  2026 年２月６日 

各 位 

会 社 名 S A A F ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代 表 者 代 表 取 締 役  社 長 執 行 役 員 左奈田 直幸 

 （コード：1447、東証グロース）

問合せ先 上 席 執 行 役 員 経 営 管 理 本 部 長 宗 宮 伸英 

  （電話番号：03‐6770‐9970）

 

株主による臨時株主総会招集請求に対する 

当社取締役会の意見に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年２月５日付適時開示「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」にて

公表いたしましたとおり、当社株主である前俊守氏（以下「前氏」といいます）より、臨時株主総

会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2026 年１月 27 日付「臨時株主総会招

集請求書」、以下「本請求書」といいます。）を 2026 年２月４日受領いたしました。 

当社は、本日開催の当社取締役会において、本請求書に記載されている提案（以下「本株主提

案」といいます。）に対する当社取締役会の意見について、下記の通り決議いたしましたのでお知ら

せいたします。 

 

記 

 

本請求書に記載されている「第２ 招集の理由 第１項 本請求に至った背景・理由」における

内容について事実誤認があると認識されますのでここに事実と会社意見を表明させていただきま

す。 

 

１． 一行目 「私の身に覚えのない内部告発や怪文書・・」に対する事実と意見 

当社は 2023 年 10 月 26 日付で株式会社東京証券取引所に有価証券上場規定第 504 条第 1 項

第 1 号に基づき「改善報告書」を提出しております。その中の改善措置おいて「内部通報

制度の運用強化」を掲げております。具体的には毎年実施のコンプライアンス研修での周

知、研修後のグループ役職員に対するアンケートを実施して内部通報制度の存在の認知度

や利用しやすさを確認後、必要に応じて内部監査室が制度の改善を実施いたします。ま

た、2023 年 1 月より内部通報制度の概要、通報窓口を記載したポスターを作成し、子会社

の全事業所に掲示して社内通知を図っております。そのような改善が着実に進む中で 2025

年 4 月に前氏を中心とした経営陣への内部告発が当社監査役会に通報されております。当

社監査役会においては公益通報者保護の観点も含めて慎重な対応をすべく外部弁護士とも

連携するため内部調査委員会を立ち上げ、内容を精査しております。調査の結果、証憑類

から告発内容は事実であると認められ、対象者（前氏も含む）におかれても告発内容が事

実であることを認めております。（2025 年５月 14 日および同年５月 15 日の弁護士との面

談において） 

 

２． 三行目から十二行目 「その後の貴社の業績は散々なものになっている・・」に対する事実と

意見 
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2025 年６月 24 日開催定時株主総会によって選任された現経営陣による業績に関しては、

2025 年 11 月 14 日に開示された「2026 年 3 月期 第２四半期（中間期）決算短信」（以

下、「本短信」といいます。）及び 2025 年 11 月 26 日に開示された「2026 年 3 月期第２四

半期決算説明会資料」が業績に関する初回の開示となります。当該開示内容に基づきます

と、特に前氏ご指摘の建設土木事業におきまして、本短信の 12 頁から 13 頁にありますよ

うに前年同期（2025 年 3 月期第２四半期決算）において売上高 8,290,557 千円であったも

のが当年度は売上高 8,688,591 千円と前年対比で 104.8％の伸長を達成しております。ま

た、セグメント利益に関しましても、前年同期△33,597 千円の赤字でありましたが、当年

度は 15,457 千円と黒字転換を達成しております。当該事業セグメントの説明においても戸

建住宅市場への依存抑制、顧客層の拡大に努め、特に全国の拠点を収益性、成長余力の観

点より再編を進め、収益上課題のあった九州エリアにおいては縮小、移転等の具体的な施

策を完了しております。 

また前氏ご指摘の株式会社サムシングの 12 月時点での業績内容等は当社としまして以前よ

り各子会社の具体的な業績、および財務内容は公表いたしておらず、ましてや第３四半期

の業績はいまだ開示準備中です。グループ内の内部取引等も鑑みますと個別の子会社の業

績での評価ではなくグループとしての建設土木事業がどのような業績向上と成長機会があ

るかを追求する現経営陣の視点とは相違点があると認識せざるを得ません。 

 

３． 十四行目 「現経営陣は建設業界においての経験はほぼ皆無・・」に対する事実と意見 

現経営陣としましては過去において前年同期（2025 年３月期）に建設土木事業を赤字にし

た前氏を中心とする以前の経営陣の経営方針を業界基準ではなく「経営基準」の観点から

見直すべきとの判断にいたっております。事実、業績として確実に建設土木事業は改善、

回復を業績数値として示しはじめており、今後、第３四半期、および通期の業績において

も確実に業績数値に結びつけていくことが現経営陣としての総意あり、手ごたえを含めた

自信も深めているところです。 

 

４． 十八行目 「大株主の言いなりになり、私らを実質解任に追い込んだ社外取締役についても、

もはや取締役会に対する監視監督機能を果たせているとは言えません」に対する事実と意見 

そもそも株主平等原則により特定の株主の言いなり等の偏向した経営意思決定の事実はご

ざいません。前氏は基本的に辞任を自らの判断によりしたことが事実です。 

また、社外取締役については取締役会においてはあくまで独立した取締役の一人ひとりで

あり、取締役、および取締役会での決議過程の監視、監督機能は監査役会が担うべきとの

認識でございます。 

現経営陣は前氏を中心とした以前の経営陣が業績モニタリング機能を果たすべき取締役会

と業務執行責任を混同し、専横的な意思決定と役員人事権限行使を重ねていたことが業績

不振の一因であるとの認識のもとガバナンス体制を一新すべくモニタリングボードとして

の取締役会と業務執行体制の分離を断行しております、具体的には、代表取締役社長も社

長執行役員として業務執行責任を問われる立場であることをはじめとして執行役員体制も

見直しました。さらに指名・報酬委員会もあらたに設置して経営の透明性を高めることに

努めております。 

 

今後 当社といたしまして継続的に事実に基づいて前氏とのご指摘、ご見解の誤解を正すべく意

見の表明をさせていただきます。 

 

以上 
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